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１　はじめに

　本書は，労働条件の中でも中核的要素である賃金の
不利益変更の問題について，欧米と日韓を比較し，就
業規則を中心とした集団的賃金変更法理，さらには個
別的賃金変更法理の解明に取り組み，合意原則と合理
的変更法理の緊張関係を，雇用の維持と労働契約の中
核的要素である賃金保護の調和の視点から，網羅的に
分析し，特に日韓の就業規則法理の重要な相違につい
て比較法的考察を加えようとするものである（「序論　
本書の検討課題」3頁）。

２　本書の構成と各章の概要

　本書の構成は，序論を除き，第 1章から第 5章の 5
つの章からなる。各章の概要については後述するもの
の，序論において，著者の問題意識と本書の検討内容
が明確に提示されており，各章の概要も序論を読むこ
とで大枠を理解することができるという構成となって
いる。

　（1�）「第 1章　欧米における賃金の集団的・個別的
不利益変更」

　本章では，賃金の不利益変更の問題に関するアメリ
カ（第 1 節），イギリス（第 2 節），フランス（第 3
節）の判例と学説を，主に賃金の減額を伴う労働条件
の不利益変更問題にフォーカスして検討している。
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　（2�）「第 2章　韓国における賃金の集団的不利益変
更」

　本章では，韓国の労働条件決定システムの構造は，
日本とほぼ同様であると指摘した上で，主に 1989 年
に勤労基準法（以下「勤基法」という。日本の「労働
基準法」に相当する）94 条 1 項但書で就業規則の不
利益変更に労働者の集団的同意（過半数同意）を要求
する法改正がなされたものの，この法律の明文に反し
て，集団的同意がなくとも合理性があれば不利益変更
を認めるという判例が展開したという変遷がみられる
ことを指摘している。

　（3�）「第 3章　日本における賃金の集団的不利益変
更」

　本章では，第 1節で労働協約による変更問題につい
て判例及び学説を概観した後，第 2節で就業規則によ
る変更問題の一般枠組みを概観している。
　特に著者は，第 2 節において，秋北バス事件判決
（最大判昭和 43・12・25 民集 22 巻 13 号 3459 頁）に
よる「合理的変更法理」の確立との関係で，「理論的
にはこれを正当化することは難しいが，解雇が制約さ
れる日本の長期雇用システムの下で，労働関係の実態
に合致している点が最も重要視されなければならない
と考える。」として自説の立場を明確にしている。さ
らに，著者は，本章において 5つの論点を提示する。
具体的には，①就業規則の合理的変更法理における賃
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金変更の位置づけ（論点 1），②就業規則による賃金
の不利益変更と多数労働者の同意（論点 2），③新賃
金制度の導入・適用と就業規則の不利益変更問題（論
点 3），④就業規則の変更と個別労働者の「合意」の
効力（論点 4），⑤就業規則変更法理と個別合意によ
る「特約」（論点 5）である。このうち論点 4 では，
労契法 9条の反対解釈と 10 条の合理性審査の関係を
めぐる判例及び学説の見解（合意基準説，合理性基準
説，折衷説の対立）を詳細に紹介し，就業規則変更に
対する個別的合意の効力について初めて最高裁として
判断を示した山梨県民信用組合事件判決（最二小判平
成 28・2・19 民集 70 巻 2 号 123 頁）は合意基準説と
同様の立場に立つ判断枠組みを示した，としている。
もっとも著者は，この点についての議論状況を踏まえ
て，合意基準説が，立法論として正しいのかどうか，
という問題ではさらに検討を要するとも述べている。
そして，著者は，本章第 3節の総括の中で，労働条件
変更において個別労働者の合意を重視すべきと説き，
合意の認定においては内容面も決して軽視すべきでな
いとはいえ，相対的には，合意に至るまでの経緯・態
様，情報提供・説明等といった手続審査が重視される
べきとする。また内容面の合理性については変更の必
要性といった会社組織にとっての利益を重視するので
はなく，考慮するのであれば労働者個人にとっての利
益性であるべきとしている。

　（4�）「第 4章　日本と韓国における賃金の個別的不
利益変更」

　本章では，成果主義的な人事処遇が広まる中で，新
たに導入された個別的賃金・人事制度の運用の問題を
取り上げ，人事処遇の個別化がもたらす個別的賃金変
更に関する労働法上の諸論点について，配転，降格，
査定，年俸制等の場面に分けて，日本と韓国の判例・
学説を詳細かつ網羅的に分析・検討している。
　また本章で著者は，山梨県民信用組合事件最判が示
している「合理的な理由が客観的に存在すること」に
いう「合理的理由」の意義について，「使用者にとっ
ての変更の必要性（利益）」を考慮すべきではなく，
「労働者にとっての変更の必要性（利益）」（「変更に同
意しない場合の労働者の不利益がないこと」を含む）
を考慮しうるに過ぎない点を強調している。

　（5）「第 5章　総括」
　本章では，著者の問題意識の出発点を確認するとと
もに，これまでの議論を総括している。著者の分析に
よれば，欧米諸国では雇用の安定を度外視した「合意
原則」が重視されるが，日韓では雇用の安定を前提と
した「合理的変更法理」が重視されているとする。
もっとも韓国では，一旦，合意原則による処理を貫徹
しようとする立法が行われたものの，合意原則のみで
は，最終的には労働条件変更問題を解雇によって解決
せざるを得ないことになること，そうした解雇を避け
るためには，合理的変更法理による処理がやはり必要
であることを示している，と分析している。
　そして，第 3節では，日韓の就業規則不利益変更法
理の相違として，韓国の勤基法 94 条 1 項但書の「同
意」規定の存在は，労働者集団による同意さえ得れば
合理性審査をすることなく不利益変更の拘束力が認め
られるものであり，就業規則変更の効力についての予
測可能性を高め，法的安定性に資するという点に最大
の意義があることを指摘する。しかし，その一方で過
半数労働者の同意のみが優先されるため，これが集団
的統一的労働条件変更のルールとして多数と少数の利
害調整のメカニズムとして妥当かは慎重な検討が必要
であるとする。また，韓国では法律の明文に反して，
集団的同意がなくとも合理性があれば不利益変更を認
めるという判例法理を展開した点を踏まえ，このよう
な労働条件調整の柔軟性と予測可能性の調整のあり方
も比較法的に参考となる事象であるとしている。
　そして，著者は日本法への示唆として，日本法は，
合理性審査による利害調整や雇用保障の点では，すぐ
れた制度となっているが，変更法理の予測可能性の欠
如が最も大きな問題であると指摘し，労働者の多数に
よる合意から合理性を推定しようとする学説は，この
問題に対する一つの解決策を示していると評価してい
る。また，両国の比較として，著者は，韓国は就業規
則変更の拘束力判断において，集団的同意を中核に据
えることを立法上選択し，予測可能性のない合理性審
査による少数者保護より，集団的同意による予測可能
性・法的安定性を優先するという選択を行うと同時
に，副次的に，雇用保障・柔軟性確保に留意して，集
団的同意を修正していると評価している。他方，日本
は，全面的に合理的変更法理を尊重しているため，雇
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用保障・柔軟性確保を最重要視し，結果として少数労
働者の利益も尊重されるが，反面，予測可能性・法的
安定性が犠牲となって，裁判所の合理性判断にばらつ
きがみられることを指摘している。

３　おわりに

　本書は，賃金の不利益変更に関するほぼすべての論
点を網羅的に検討し，日本と韓国の判例および学説を
丹念に読み込み，詳細かつ精緻に分析したものであ
る。また，欧米との比較法的視点により日本と韓国で
展開されてきた就業規則法理の特殊性が強調されてい
る点も興味深い。日本の賃金の不利益変更に関する判
例法理につき，その形成過程に遡って網羅的に検討
し，学説と照らし合わせながら整理・分析したうえ，
類似の法理を立法的に解決しようとした韓国と比較す
る本書は，研究者のみならず，日本において労働事件
を扱う実務法曹にとっても有益な示唆をもたらすだろ
う。
　ところで，本書で特に力点が置かれている論点につ
いてみていくと，著者は，日本法の分析として，就業
規則の不利益変更法理とともに，就業規則の変更と個
別労働者の「合意」の効力の問題（第 3 章・第 2 節
「論点 4」）と賃金の個別的変更と同意の真意性の問題
（第 4章・第 3節）について，いわゆる合意基準説の
立場に立ち，合意の認定に影響を与える要素を整理
し，合理的な事実認定に向けたモデルを提示している
（第 4章・第 3節）。もっとも，本書で分析されている
就業規則に関する判例法理の歴史的展開から，合意基
準説が前提とするような労契法 9条の反対解釈が当然
に許されるのかは疑問である。むしろ日本の就業規則
についての判例法理と韓国の就業規則に関するそれと
が，同時代的に方向性を違えつつも，展開してきたと
いう比較法的な視点を踏まえて，労契法 9条の意義を
どう理解するのかについて踏み込んだ総括が欲しいと
ころであった。
　また，本書は，就業規則の変更と個別労働者の「合
意」の問題を考える場合に，個別労働者の利益と経営
上の必要性を的確に調整する視点はどうあるべきかに
つき問題提起している。これは就業規則による不利益
変更法理についても当てはまる重要な問題提起であ

る。ところが，著者は，就業規則の不利益変更法理と
の関係では，日本の現行の判例法理が少数者の利益を
反映できるという評価のもとに，あまりこの点を深く
掘り下げていない。さらに，本書の賃金に関する就業
規則の不利益変更法理の判例の変遷と日韓比較の考察
を踏まえると，原理的に考えて，賃金という合意に
よって定めるべき中核的な労働条件（労契法 6条，労
契法 3条 1項参照）を大幅に引き下げるような就業規
則の不利益変更（労契法 10 条）が許されるのかとい
う素朴な疑問が再認識される。著者は，こうした問題
を合理性判断の諸ファクターの整理の精緻化によって
処理する方向性を目指すようにも読めるが，せっかく
重要な原理的な問題提起がある以上，賃金の不利益変
更事案について，著者なりに，その不利益性に見合っ
た手続き法理の確立等の特別な利害調整の在り方を積
極的に提言して欲しかった。
　なお，実務的な観点からすると，山梨県民信用組合
事件最判について，もし，合意基準説の立場を正当と
するのであれば，書面（処分証書）による不利益変更
への同意がなされている場合に，裁判所の事実認定権
限が，どこまで制約されるとみるのか，またその根拠
はどのように考えるのかという民事訴訟法上の論点の
検討も必要となる。この点について労働法の学説上は
ほとんど関心が払われていないが，民事裁判実務に携
わる実務法曹からの指摘は少なくない（淺野高宏「退
職金支給基準の不利益変更に対する労働者の同意の有
無についての判断方法」『平成 28 年度重要判例解説』
（有斐閣，2017 年）232 頁，石田明彦「合意による労
働条件の変更（1）」須藤典明・清水響編『労働事件事
実認定重要判決 50 選』（立花書房，2017 年）62 頁な
ど）。筆者はこれを立法論的課題に位置付けるのかも
しれないが，韓国法との比較の中で，事実認定の問題
を，どのような立法論として解消すべきと考えている
のかを明らかにしてもらえれば，学説の本質的な対立
がどこにあるのかがもう少し見えやすくなったように
思える。
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